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訳

一　

非
訴
訟
的
行
政
手
続
の
法
典
化
状
況

二　

公
衆
と
行
政
機
関
と
の
諸
関
係
を
法
典
化
す
る
た
め
の
方
法
論

三　

公
衆
と
行
政
機
関
と
の
諸
関
係
に
係
る
法
典
の
目
的

一　

非
訴
訟
的
行
政
手
続
の
法
典
化
状
況

非
訴
訟
的
行
政
手
続
の
法
典
化
に
関
す
る
状
況
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
非
訴
訟
的
行
政
手
続
に
関
す
る

翻　

訳

（
四
四
五
）
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一
九
四

法
典
が
今
の
と
こ
ろ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
二
〇
一
三
年
の
法
律
に
お
い
て
二
〇
一
五
年
末
ま
で
に
法
典
が
採
用
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。（

ａ
）　

行
政
手
続
法
典
の
改
正
整
備
の
必
要
性

現
行
、
行
政
手
続
法
と
い
う
法
典
は
な
い
。
そ
こ
で
、
二
〇
一
三
年
の
法
律
は
、
そ
の
法
典
整
備
の
大
規
模
な
動
き
の
中
で
、
そ
の
採

用
を
規
定
し
た
。

ｉ
．
非
訴
訟
的
行
政
手
続
法
典
の
不
存
在

す
で
に
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
訴
訟
法
の
現
代
的
課
題
（
1
）

」
と
題
し
て
、
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス

行
政
裁
判
所
に
お
い
て
行
政
機
関
に
適
用
さ
れ
る
裁
判
手
続
を
説
明
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
二
〇
〇
〇
年
以
後
、
行
政
裁
判
手
続
に
適
用
さ
れ
る
『
行
政
裁
判
法
典
』（code de justice adm

inistrative

）

が
あ
る
。

こ
の
法
典
は
、
よ
く
知
ら
れ
、
重
要
な
手
続
諸
原
則
を
規
定
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
裁
判
官
お
よ
び
裁
判
所
の
独
立
並
び
に
公
正
、

紛
争
当
事
者
間
の
攻
撃
防
御
平
等
（
反
駁
、
弁
護
権
）、
審
問
お
よ
び
裁
判
の
公
開
、
な
ど
が
あ
る
。

比
較
と
し
て
は
、
一
八
〇
七
年
以
来
、
民
事
訴
訟
法
典
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
政
訴
訟
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
は
、
民
事
訴
訟
法
に
二

世
紀
も
遅
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

行
政
法
に
お
い
て
、
行
政
裁
判
官
に
対
す
る
手
続
が
あ
り
、
ま
た
行
政
機
関
に
対
す
る
手
続
も
あ
る
。
後
者
の
行
政
手
続
は
、
裁
判
官

の
介
入
が
な
い
こ
と
か
ら
、「
非
訴
訟
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

あ
る
行
政
機
関
、
た
と
え
ば
国
、
地
方
団
体
が
一
つ
の
決
定
処
分
を
と
る
と
き
、
当
該
行
政
機
関
は
、
書
式
や
手
続
に
関
す
る
諸
規
定

（
四
四
六
）
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五

を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
非
訴
訟
的
行
政
手
続
に
適
用
さ
れ
る
法
の
諸
規
定
（règles juridiques

）
と
い
う
も
の
は
、

現
在
、
と
り
わ
け
諸
法
律
の
個
々
ば
ら
ば
ら
の
条
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

ⅱ
．
フ
ラ
ン
ス
で
の
法
典
化

フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
八
〇
年
代
こ
ろ
か
ら
、
法
典
化
の
大
規
模
な
動
き
が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
法
典
化
運
動
は
フ
ラ
ン
ス
法

で
は
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
す
で
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
に
よ
る
一
八
〇
四
年
（
民
法
典
編
纂
）
以
来
行
わ
れ
て

き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

│
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
当
時
、
異
な
っ
た
法
的
伝
統
を
調
整
し
新
し
い
法
を
形
成
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
南
北
間
、
古
代
ロ
ー
マ
法
へ
の
懐
古
趣
向
者
達
と
革
命
的
進
展
支
持
者
達
と
の
間
の
調

整
で
あ
っ
た
。

│
現
代
の
法
典
化
は
、
こ
れ
と
異
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
法
分
野
に
お
い
て
既
存
の
法
の
諸
規
定
を
一
つ
の
法
（
法

典
）
に
統
合
し
秩
序
づ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

公
法
分
野
で
は
、
都
市
計
画
法
典
（code de l ’urbanism

e

）、
公
設
市
場
法
典
（code des m

archés publics

）、
公
用
収
用
法
典
（code 

de l ’expropriation pour cause d ’utilité publique

）、
公
法
人
財
産
法
典
（code de la propriété des personnes publiques

）、
教
育
法
典

（code de l ’éducation

）、
行
政
裁
判
法
典
（code de justice adm

inistrative

）
な
ど
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
一
方
的
行
政
行
為
（
2
）

に
係
る
手
続
に
関
す
る
法
の
諸
規
定
を
ま
と
め
た
法
典
と
い
う
も
の
が
全
く
な
い
。

こ
の
法
典
で
は
、
一
方
的
行
政
行
為
の
成
立
、
変
更
、
消
滅
な
ど
が
扱
わ
れ
る
も
の
と
な
る
。

こ
こ
に
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
律
（
3
）

に
お
い
て
、
行
政
手
続
法
典
と
い
う
も
の
の
採
用
を
規
定
し
た
根
拠
が
あ
る
。

（
四
四
七
）
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（
ｂ
）　

行
政
手
続
法
典
の
採
用
予
定

二
〇
一
三
年
法
は
、
行
政
手
続
法
典
を
将
来
採
用
す
る
こ
と
を
明
白
に
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
法
は
、
多
く
の
挫
折
を
乗
り
越

え
、
他
の
欧
州
諸
国
と
の
調
和
を
フ
ラ
ン
ス
に
も
た
ら
し
て
い
る
。

ｉ
．
二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
律

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
律
は
、「
関
係
の
単
純
化
、
透
明
性
、
そ
し
て
行
政
機
関
の
よ
り
一
層
の
寛
大
な
る
反
応
に
基
礎
づ
け

ら
れ
た
行
政
機
関
と
市
民
と
の
間
で
の
対
話
を
容
易
に
す
る
」
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
（
同
法
律
案
の
理
由
書
よ
り
）。

こ
の
観
点
に
お
い
て
、
同
法
は
、
公
衆
と
行
政
機
関
と
の
諸
関
係
に
係
る
一
つ
の
法
典
を
立
法
採
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ

こ
で
の
「
公
衆public

」
と
い
う
語
は
、「
市
民citoyens

」
を
意
図
し
て
い
る
。
こ
の
法
典
は
、
市
民
と
行
政
機
関
、
特
に
国
と
の
関

係
に
適
用
さ
れ
る
法
の
諸
規
定
を
ま
と
め
る
も
の
と
な
る
。

現
在
、
諸
種
の
法
律
が
存
在
し
て
い
る
が
、
一
つ
の
法
典
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
に
は
予
定
さ
れ

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
法
律
が
政
府
に
対
し
て
二
年
以
内
に
同
法
典
の
編
纂
を
促
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ⅱ
．
先
行
す
る
挫
折

か
つ
て
多
く
の
企
て
が
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
非
訴
訟
的
行
政
手
続
法
典
が
論
議
さ
れ
て
き
て
い
る
が
、
フ
ラ

ン
ス
法
に
お
い
て
法
典
を
編
纂
す
る
「
法
典
化
委
員
会 com

m
ission de codifi cation

」
は
、
こ
の
法
典
の
編
纂
に
全
く
着
手
し
て
い
な

い
。こ

の
挫
折
を
社
会
学
的
に
見
た
説
明
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
典
化
委
員
会
は
、
殆
ん
ど
国

務
院
（C

onseil d ’É
tat （4

））
の
構
成
員
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
一
行
政
機
関
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
委
員
会
は
、
か
つ
て
国

（
四
四
八
）
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務
院
と
呼
ば
れ
た
最
高
行
政
裁
判
所
が
絶
え
間
な
く
変
更
す
る
所
管
事
項
を
簡
素
化
す
る
こ
と
、
ま
た
合
理
化
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
な

い
。行

政
機
関
の
ト
ッ
プ
は
、
首
尾
一
貫
し
か
つ
合
理
的
な
手
続
と
い
う
も
の
が
法
典
化
手
法
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
意
義
を
見
出

し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
市
民
は
、
こ
の
手
法
を
待
ち
わ
び
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
行
政
機
関
が
関
与
す
る
行

為
処
分
を
な
す
と
き
、
行
政
機
関
が
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
の
諸
規
定
を
明
瞭
か
つ
透
明
性
を
も
っ
て
市
民
に
示
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。ⅲ

．
他
の
欧
州
諸
国
と
の
同
調

こ
の
法
典
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
行
政
機
関
と
市
民
と
の
間
の
関
係
を
法
典
化
し
て
き
た
欧
州
諸
国
の
多
数
派
国
の

一
員
に
な
る
と
い
え
る
。
す
で
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
共
和
国
が
一
九
二
五
年
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
民
共
和
国
が
一
九
二
八
年
に
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
人
民
共
和
国
が
一
九
五
七
年
に
、
ス
ペ
イ
ン
が
一
九
五
八
年
に
、
ス
イ
ス
連
邦
が
一
九
六
九
年
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が

一
九
七
六
年
に
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
が
一
九
七
八
年
に
、
イ
タ
リ
ア
共
和
国
が
一
九
九
〇
年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
が
一
九
九
四
年

に
、
ま
た
ギ
リ
シ
ア
共
和
国
が
一
九
九
九
年
に
、
法
典
化
を
し
て
い
る
。

欧
州
以
外
で
も
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
が
一
九
四
六
年
に
行
政
手
続
に
関
す
る
一
般
法
を
採
用
し
て
い
る
。
欧
州
に
お
い
て
、
依
然
と
し

て
行
政
手
続
を
法
典
化
し
て
い
な
い
国
と
し
て
は
、
連
合
王
国
（
イ
ギ
リ
ス
）、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
は
、
公
衆
と
行
政
機
関
と
の
諸
関
係
に
係
る
法
典
が
二
〇
一
五
年
末
ま
で
に
採
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
方
法
論
は
何
か
、
そ
の
目
的

は
何
か
、
が
問
わ
れ
て
い
る
。

（
四
四
九
）
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八

二　

公
衆
と
行
政
機
関
と
の
諸
関
係
を
法
典
化
す
る
た
め
の
方
法
論

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
は
、
市
民
間
の
諸
関
係
に
係
る
別
の
簡
素
化
手
法
を
行
政
手
続
法
典
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

（
ａ
）　

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
の
内
容

二
〇
一
三
年
法
は
、
行
政
の
簡
素
化
に
係
る
法
律
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
律
は
初
め
て
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
以
前
に
も
い
く
つ

か
の
法
律
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、

│
「
法
の
簡
素
化
」
に
係
る
諸
法
律
（
二
〇
〇
四
年
一
二
月
九
日
法
（
5
）、

二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
〇
日
法
（
6
））

ま
た
「
法
の
内
容
に
関
す
る
簡
素
化

お
よ
び
改
善
」
に
係
る
法
律
（
二
〇
一
一
年
五
月
一
七
日
法
（
7
））

│
「
行
政
手
続
」、「
行
政
上
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
」
の
「
簡
素
化
」
と
「
緩
和
」
に
関
す
る
諸
法
律
（
二
〇
〇
九
年
五
月
一
二
日
法
（
8
）、

二
〇
一
二
年
三
月
二
二
日
法
（
9
））

が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
法
律
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
市
民
に
適
用
さ
れ
う
る
法
の
諸
規
定
を
簡
素
化
し
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し

ば
し
ば
、
こ
れ
ら
法
律
は
適
用
法
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
二
〇
一
三
年
法
は
、
行
政
手
続
法
典
で
あ
り
、
さ
ら
に
フ
ラ

ン
ス
行
政
法
に
お
け
る
非
常
に
重
大
な
諸
改
正
を
も
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

ⅰ
．
行
政
機
関
の
黙
示
に
よ
る
承
認

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
は
、
一
つ
の
新
し
い
原
則
を
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
行
政
機
関
が
提
出
さ
れ
た
あ
る
申
請
に
対
し

て
保
留
す
る
場
合
、
申
請
者
の
申
請
は
、
二
月
経
過
し
た
と
き
に
自
動
的
に
承
認
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。

（
四
五
〇
）
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二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
以
前
で
は
、
逆
の
原
則
が
あ
っ
た
。
今
後
は
、
例
外
な
く
、
黙
示
の
保
留
が
行
政
の
申
請
へ
の
同
意
と

い
う
行
政
決
定
処
分
と
み
な
さ
れ
う
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
〇
一
三
年
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
例
外
も
多
く
あ
る
。

ⅱ
．
電
子
行
政

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
は
、
個
々
の
市
民
が
電
子
書
簡
ま
た
は
電
信
手
続
に
よ
り
行
政
機
関
に
申
請
等
す
る
こ
と
の
権
利
を
認

め
て
い
る
。
電
子
行
政
の
現
代
化
は
、
進
行
中
で
あ
り
、
行
政
機
関
と
市
民
と
の
間
の
よ
り
良
い
対
話
を
目
的
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
同
法
律
は
、
電
子
的
方
法
に
よ
り
、
遠
隔
地
で
の
合
議
制
組
織
の
討
議
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
地
方
団
体
の
議
会
審
議

に
は
関
係
し
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
よ
り
早
い
、
よ
り
有
効
な
行
政
活
動
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

ⅲ
．
事
前
的
意
見
の
伝
達

あ
る
行
政
機
関
の
決
定
に
事
前
的
意
見
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
き
、
そ
の
意
見
は
、
そ
の
後
、
決
定
が
な
さ
れ
る
前
に
市
民
に

対
し
て
伝
達
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
民
は
、
そ
の
意
見
に
応
じ
て
、
行
政
機
関
へ
の
申
請
を
変
更
や
補
完
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
の
目
的
は
、
市
民
提
案
の
実
現
期
間
を
短
く
す
る
こ
と
に
あ
る
。

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
行
政
法
を
簡
素
化
す
る
こ
と
に
向
け
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
多
く
の
目
的
を
有

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
公
衆
と
行
政
機
関
と
の
関
係
法
典
は
、
一
方
的
行
政
行
為
の
一
般
制
度
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
予

想
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
定
の
分
野
に
関
し
て
は
く
る
予
想
さ
れ
る
法
典
が
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に

あ
る
諸
法
典
に
よ
り
網
羅
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
公
設
市
場
、
都
市
計
画
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
法
典
化
の
た
め

に
用
い
ら
れ
る
方
法
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
四
五
一
）
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二
〇
〇

（
ｂ
）　

法
典
化
の
方
法
論

二
つ
の
方
法
が
非
訟
行
政
手
続
法
典
の
採
用
の
た
め
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
が
伝
統
的
方
法
で
あ
り
、
今
一
つ
が
新
し
い
方
法
で

あ
る
。

ⅰ
．「
恒
久
法
」
と
し
て
の
法
典
編
纂

来
る
法
典
は
、「
恒
久
法
」
と
な
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
法
典
は
、
多
分
野
に
お
い
て
存
在
す
る
法
の
諸
規

定
を
ま
と
め
整
理
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
同
法
典
は
、
新
た
な
規
定
を
追
加
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
削
除
す

る
も
の
で
も
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。

対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、

│
公
衆
と
行
政
機
関
（
国
、
地
方
団
体
、
公
施
設
法
人
）
と
の
間
の
関
係

│
行
政
機
関
間
に
お
け
る
行
政
に
係
る
関
係

│
行
政
機
関
と
そ
の
職
員
と
の
間
の
関
係

│
行
政
行
為
制
度
に
関
す
る
一
般
規
定

「
恒
久
法
」
と
し
て
の
法
典
化
の
方
法
論
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
法
典
編
纂
者
は
、
変
更
を
も
た

ら
す
も
の
で
は
な
い
。
法
典
編
纂
者
は
、
単
に
、
法
の
諸
規
定
の
間
に
あ
る
そ
れ
ら
の
整
合
性
と
法
規
範
（norm

es juridiques

）
の
階
層

性
を
尊
重
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ⅱ
．「
非
恒
久
法
」
と
し
て
の
法
典
編
纂

新
た
な
方
法
と
し
て
、
二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
は
、「
非
恒
久
法
」
と
し
て
の
法
典
編
纂
を
も
同
様
に
認
め
て
い
る
。
確
か
に
、

（
四
五
二
）
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同
法
は
、
一
定
の
行
政
法
領
域
に
お
い
て
、
一
定
の
規
定
を
削
除
ま
た
は
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、

│
行
政
機
関
に
申
請
さ
れ
た
諸
要
請
に
係
る
指
導
教
育
、
新
技
術
に
対
応
す
る
も
の

│
一
方
的
行
政
行
為
の
取
消
や
廃
止
に
係
る
制
度

│
行
為
の
策
定
へ
の
公
衆
の
参
加

│
法
規
の
変
更
に
対
す
る
保
障
の
強
化

こ
れ
ら
事
項
に
つ
い
て
は
、
法
に
関
す
る
状
況
が
し
ば
し
ば
裁
判
の
判
決
、
特
に
国
務
院
判
決
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
判
決
の
一
部
に
は
相
対
立
す
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
典
編
纂
者
は
、
法
に
関
す
る
状
況
を
簡
素
化
す
る
よ
う
に
促

さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
十
分
に
正
当
化
さ
れ
ず
に
、
一
般
規
定
と
い
う
も
の
か
ら
適
用
除
外
と
な
る
特
例
規
定
は
、
廃
止
さ
れ
る
と
い
え
る
。
ま

た
、
次
か
ら
次
へ
と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
諸
規
定
は
、
無
駄
な
詳
細
を
元
に
戻
す
と
い
う
よ
う
に
、
簡
素
化
さ
れ
る
と
い
え
る
。

こ
の
簡
素
化
の
動
き
は
、
法
的
安
定
と
い
う
目
的
に
向
け
て
実
行
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
、
法
律
の
明
瞭
性
や
わ
か
り

や
す
さ
の
要
請
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ⅲ
．
法
律
の
明
瞭
性
と
わ
か
り
や
す
さ
の
要
請

「
非
恒
久
法
」
と
し
て
の
法
典
編
纂
は
、
憲
法
院
が
立
法
府
に
課
し
て
い
る
諸
原
則
に
お
い
て
、
そ
の
正
当
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
憲

法
院
裁
判
官
は
、
事
実
、
一
九
九
九
年
以
後
、
立
法
府
が
、
法
案
作
成
に
あ
た
り
、
法
律
の
わ
か
り
や
す
さ
と
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
目
的

を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

（
四
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
〇
二

換
言
す
れ
ば
、
法
令
の
条
文
は
、
市
民
に
と
っ
て
、
そ
の
理
解
力
を
も
っ
て
分
か
り
う
る
も
の
で
、
か
つ
明
瞭
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
目
的
に
よ
り
、
市
民
が
自
己
に
適
用
さ
れ
る
法
律
を
容
易
に
検
索
で
き
、
か
つ
迅
速
に
理
解
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
正
確
に
は
、
非
訴
訟
的
行
政
手
続
に
お
い
て
、
法
の
現
状
が
多
く
の
理
由
の
た
め
理
解
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

│
対
審
裁
判
判
決
の
積
み
重
ね

│
判
決
と
法
律
と
の
矛
盾

│
一
般
原
則
の
欠
如

│
著
し
く
明
白
な
る
諸
例
外
の
増
大

将
来
の
法
典
で
は
、
行
政
機
関
と
市
民
と
の
よ
り
良
い
対
話
が
、
行
政
手
続
に
係
る
諸
規
定
を
明
瞭
か
つ
透
明
性
の
あ
る
方
法
で
構
築

す
る
こ
と
で
、
実
現
さ
れ
る
と
い
え
る
。

三　

公
衆
と
行
政
機
関
と
の
諸
関
係
に
係
る
法
典
の
目
的

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
二
日
法
は
、
将
来
の
非
訴
訟
的
行
政
手
続
法
典
の
何
が
目
的
で
あ
る
か
を
明
示
し
て
い
ま
す
。
同
法
は
、
暗
黙

の
う
ち
で
は
あ
る
が
不
可
避
的
に
、
諸
法
律
お
よ
び
既
存
裁
判
所
の
諸
判
決
を
参
照
し
て
い
る
。

（
ａ
）　

法
典
編
纂
目
的
と
な
る
諸
法
律

行
政
機
関
と
市
民
と
の
関
係
を
対
象
と
す
る
諸
法
律
は
、
多
く
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
と
り
わ
け
簡
素
化
を
求
め
る
諸
法
律
に
よ
り
、
し

ば
し
ば
修
正
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
諸
基
準
と
い
う
も
の
を
残
し
て
い
る
。
法
典
編
纂
は
、
多
く
の
分
野
に
お
い
て
適
用
さ

（
四
五
四
）
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れ
て
い
た
諸
法
律
を
再
組
織
化
し
再
整
理
す
る
も
の
で
あ
る
。

ｉ
．
行
政
文
書
資
料
の
質
問
調
査

行
政
機
関
と
市
民
と
の
関
係
に
関
す
る
初
期
の
法
律
の
一
つ
は
、
行
政
文
書
資
料
へ
の
質
問
調
査
（
10
）

を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、

一
九
七
八
年
七
月
一
七
日
法
（
11
）

で
、
行
政
機
関
と
公
衆
と
の
関
係
を
改
善
す
る
各
種
方
法
を
規
定
し
て
い
た
。

行
政
文
書
資
料
と
は
、
行
政
機
関
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
文
書
等
で
、
相
当
広
範
囲
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
行
政
文
書
資
料

は
あ
ら
ゆ
る
市
民
か
ら
要
請
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

│
当
該
文
書
資
料
が
一
般
的
で
あ
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
市
民
は
そ
れ
に
つ
き
質
問
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
コ
ミ
ュ
ー
ン

都
市
計
画
見
取
図
は
一
般
的
文
書
資
料
で
あ
る
。

│
当
該
文
書
資
料
が
個
別
的
に
一
個
人
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
こ
の
個
人
の
み
が
そ
の
質
問
調
査
を
要
請
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
カ
ル
テ
は
個
人
的
文
書
資
料
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
い
く
つ
か
の
文
書
資
料
に
つ
い
て
、
市
民
へ
の
質
問
調
査
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
秘
密
と
し
て
秘
匿
さ
れ
る
文
書

資
料
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
防
衛
秘
密
、
経
済
上
の
秘
密
、
医
療
上
の
秘
密
、
な
ど
が
あ
る
。

行
政
機
関
が
文
書
資
料
へ
の
質
問
調
査
を
拒
否
す
る
場
合
、
そ
の
際
、
市
民
は
、
独
立
し
た
権
限
機
関
に
申
し
立
て
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
は
、
行
政
文
書
資
料
ア
ク
セ
ス
委
員
会
（C

om
m
ission d ’accès aux docum

ents adm
inistratifs,

以
下
、
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ａ
と
略
す
）
で
あ

る
。
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ａ
は
、
行
政
文
書
資
料
の
質
問
調
査
可
能
に
係
る
性
質
に
つ
い
て
判
断
す
る
。
同
委
員
会
は
、
当
該
文
書
資
料
が
行
政
機
関

に
お
い
て
質
問
調
査
さ
れ
う
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
を
評
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
に
、
次
の
場
合
に
は
、
で
き
な
い
も
の
と
評
定
す

る
。

（
四
五
五
）
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二
〇
四

│
最
初
の
推
論
と
し
て
、
行
政
機
関
が
、
ま
ず
文
書
資
料
に
関
し
て
質
問
調
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
行
政
機

関
が
そ
の
質
問
検
査
を
し
な
い
場
合
、
市
民
は
行
政
裁
判
官
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

│
次
の
推
論
と
し
て
、
市
民
が
行
政
裁
判
官
に
対
し
て
Ｃ
Ａ
Ｄ
Ａ
の
地
位
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
さ
ら
に
、
一
九
七
八
年
法
は
、
公
的
情
報
の
再
使
用
に
も
言
及
し
て
い
る
。
行
政
機
関
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
情
報
は
た
く
さ
ん
あ

る
。
そ
れ
は
、
土
地
評
価
台
帳
、
民
事
身
分
証
書
、
選
挙
人
名
簿
、
な
ど
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
公
共
の
情
報
お
よ
び
公
知
と
さ
れ
る
情
報
は
、
そ
れ
が
一
般
的
性
格
を
も
つ
と
き
、
無
償
に
て
再
利
用
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。
今
日
で
は
、
公
的
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
最
も
頻
繁
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
る
（
国
の
場
合
、w

w
w
.data.

gouv.fr

のU
R
L

）。

ⅱ
．
情
報
科
学
と
自
由

こ
の
分
野
で
は
、
一
九
七
八
年
の
別
日
付
の
法
律
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
情
報
処
理
、
情
報
フ
ァ
イ
ル
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
一
九
七
八

年
一
月
六
日
法
（
12
）

で
あ
る
。
同
法
に
よ
り
、
ま
た
情
報
科
学
と
自
由
に
関
す
る
国
家
委
員
会
（C

om
m
ission nationale inform

atique et 

libertés, 

以
下
、
Ｃ
Ｎ
Ｉ
Ｌ
と
略
す
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

同
法
は
、
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
規
制
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
す
べ
て
の
フ
ァ
ィ
ル
が
Ｃ
Ｎ
Ｉ
Ｌ
に
申
告
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
て
登
録
さ
れ
る
書
式
す
べ
て
に
関
し
て
、
Ｃ
Ｎ
Ｉ
Ｌ
に
申
告
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
と
さ
れ
る
と
い

う
結
果
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
Ｃ
Ｎ
Ｉ
Ｌ
は
い
く
つ
か
の
フ
ァ
イ
ル
を
禁
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
一
定
の
情
報
は
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
書
き
込
ま
れ

て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
的
、
政
治
的
、
組
合
運
動
の
（
個
人
的
）
意
見
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。

（
四
五
六
）
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〇
五

さ
ら
に
、
各
市
民
は
、
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
内
容
と
さ
れ
る
情
報
を
削
除
ま
た
は
変
更
さ
れ
る
こ
と
の
権
利
を
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

市
民
が
あ
る
書
式
を
作
成
す
る
と
き
、
そ
の
市
民
が
変
更
お
よ
び
削
除
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

一
九
七
八
年
法
は
、
ま
た
フ
ァ
イ
ル
の
ネ
ッ
ト
接
続
を
予
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
行
政
機
関
が
そ
の
情
報
を
突
き
合
せ
な
い
た
め
で

あ
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
接
続
は
、
ま
す
ま
す
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
脱
税
や
社
会
的
不
正
行
為
に
対
す
る
闘
争
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
接
続
を

部
分
的
に
認
め
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。

ⅲ
．
行
政
行
為
の
理
由
附
記

次
に
、
一
九
七
九
年
七
月
一
一
日
法
（
13
）

が
行
政
行
為
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
に
お
い
て
、

原
則
と
し
て
、
一
方
的
行
政
行
為
の
理
由
附
記
不
要
が
あ
る
。

一
九
七
九
年
法
は
、
こ
の
原
則
に
係
る
例
外
を
提
示
し
て
い
る
。
例
外
は
、
二
つ
あ
る
。

│
一
つ
は
、
個
人
的
に
不
利
益
な
行
為
は
理
由
附
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
罰
則
適
用
、
あ
る
い
は
許
可
の
拒
否
な
ど
。

│
二
つ
は
、
一
般
条
項
の
適
用
除
外
と
な
る
行
政
行
為
も
、
ま
た
理
由
が
附
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
時
と
し
て
、
都
市

計
画
領
域
で
あ
る
。

理
由
附
記
は
、「
決
定
処
分
の
基
礎
を
な
す
法
的
お
よ
び
事
実
的
動
機
理
由
」
を
表
明
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
理
由
附
記
は
、

市
民
に
行
政
行
為
を
争
う
と
し
た
場
合
に
十
分
な
防
禦
を
準
備
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ⅳ
．
行
政
機
関
と
の
関
係
に
お
け
る
市
民
の
諸
権
利

最
後
に
、
行
政
機
関
と
の
関
係
に
お
け
る
市
民
の
諸
権
利
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
四
月
一
二
日
法
（
14
）

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
市
民
に
と
っ
て

（
四
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
〇
六

多
く
の
権
利
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

│
同
法
は
、
行
政
行
為
は
氏
名
、
職
位
お
よ
び
住
所
を
明
記
し
容
易
に
個
人
を
特
定
で
き
る
よ
う
に
作
成
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

│
同
法
は
、
個
人
的
行
為
お
よ
び
法
定
外
行
為
は
そ
の
発
信
者
に
よ
る
書
面
ま
た
は
口
頭
に
よ
る
所
見
の
後
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
課
し
て

い
る
。

│
同
法
は
、
行
政
行
為
に
対
し
て
、
そ
れ
を
争
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
法
的
方
法
を
教
示
す
る
こ
と
を
義
務
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

不
服
申
立
て
、
裁
判
管
轄
、
訴
訟
期
間
な
ど
。

二
〇
〇
〇
年
法
は
、
法
典
編
纂
へ
の
一
時
し
の
ぎ
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
同
法
が
判
例
に
よ
り
争
わ
れ
た

こ
と
も
あ
り
、
不
十
分
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
ｂ
）　

法
典
編
纂
に
関
係
す
る
判
決

何
が
原
則
で
あ
る
の
か
、
ま
た
何
が
法
典
編
纂
に
関
係
す
る
国
務
院
判
決
か
ら
導
か
れ
る
諸
規
定
で
あ
る
の
か
。

ｉ
．
行
政
行
為
の
執
行
力
原
則

一
九
八
二
年
七
月
二
日
判
決
（
15
）

に
お
い
て
、
国
務
院
は
、
行
政
行
為
の
執
行
力
と
し
て
の
性
質
が
「
公
法
の
根
本
規
定
で
あ
る
」
と
判
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
の
二
つ
を
意
味
し
て
い
る
。

│
一
つ
は
、
行
政
行
為
が
法
に
適
合
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
司
法
的
安
全
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。

│
二
つ
は
、
行
政
機
関
が
行
政
行
為
を
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
、
相
手
が
争
訟
に
出
る
と
し
て
も
で

あ
る
。

結
論
と
し
て
、
あ
る
市
民
が
あ
る
行
政
行
為
の
取
消
を
要
求
す
る
と
き
、
そ
の
行
政
行
為
の
執
行
は
停
止
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

（
四
五
八
）



非
訴
訟
的
行
政
手
続
の
法
典
化
（
伊
藤
）

二
〇
七

二
〇
〇
〇
年
法
以
後
、
市
民
は
、
緊
急
に
、「
一
時
停
止
急
速
審
理
」
に
よ
り
行
政
行
為
の
一
時
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

ⅱ
．
行
政
行
為
の
遡
及
的
取
消
制
度
に
関
す
る
諸
規
定

行
政
機
関
は
、
行
っ
た
行
政
行
為
に
対
し
て
遡
及
的
方
法
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
行
政
行
為
は
、
全
く
無
か
っ
た
も
の
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
機
関
は
、
法
的
安
定
性
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
政
機
関
は
迅
速
に
措
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
行
政
機
関
は
、
市
民
が
当
該
行
政
行
為
に
よ
り
得
た
個
人
的
権
利
に
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い
。

国
務
院
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
六
日
判
決
テ
ル
ノ
ン
氏
事
件
（
16
）

で
は
、
国
務
院
は
、
明
瞭
に
個
人
的
か
つ
権
利
創
設
的
な
行
為
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
が
違
法
で
あ
る
と
き
、
決
定
処
分
後
四
月
以
内
に
行
政
が
取
消
し
得
る
と
判
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
適
法
で
あ
る
と
き
、
行
政

機
関
は
当
該
行
為
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

個
人
的
な
も
の
で
な
い
行
政
行
為
、
お
よ
び
個
人
的
権
利
を
創
設
す
る
も
の
で
な
い
行
政
行
為
に
対
し
て
は
、
行
政
機
関
は
、
一
層
、

自
由
で
あ
る
。
実
際
に
、
行
政
機
関
は
、
社
会
の
発
展
に
そ
の
活
動
を
適
合
す
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
一
般
規
定
を
変
更
で
き
る
。

ⅲ
．
行
政
行
為
の
将
来
的
廃
止
制
度
に
関
す
る
諸
規
定

あ
る
行
政
行
為
の
廃
止
は
、
そ
の
削
除
を
意
味
す
る
が
、
将
来
に
対
し
て
の
み
法
効
果
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
取
消
と
は

異
な
る
。
し
か
し
、
廃
止
は
取
消
と
類
似
す
る
規
定
に
従
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

行
政
機
関
は
、
四
月
以
内
か
違
法
で
あ
る
と
き
に
の
み
、
個
人
的
行
政
行
為
お
よ
び
権
利
設
定
行
政
行
為
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
務
院
は
、
国
務
院
二
〇
〇
九
年
三
月
六
日
判
決
ク
リ
バ
リ
ィ
事
件
（
17
）

に
お
い
て
同
趣
旨
を
判
示
し
て
い
る
。

行
政
行
為
が
権
利
を
設
定
す
る
も
の
で
な
い
場
合
、
行
政
機
関
は
、
容
易
に
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
行
政
機
関
は
、

進
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
、
行
政
機
関
は
、
一
般
的
で
あ
る
行
為
を
常
に
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

（
四
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
〇
八

し
、
行
政
機
関
は
、
経
過
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
行
政
は
、
市
民
か
ら
の
要
請
で
、
一
般
的
行
政
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
き
、
当
該
行
政
行
為
を
廃
止
す
る
義
務
を
有
し
て
い

る
。
こ
の
規
準
は
、
一
九
八
九
年
判
決
か
ら
の
も
の
で
、
立
法
者
に
よ
り
繰
り
返
し
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
、
他
の
も
の

と
同
様
、
将
来
の
非
訴
訟
的
行
政
手
続
法
典
に
組
み
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

＊
本
翻
訳
は
、
日
本
大
学
法
学
部
の
学
術
交
流
提
携
校
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ビ
ニ
ョ
ン
大
学
か
ら
、
平
成
二
六
年
度
の
法
学
部
招
聘
教

授
と
し
て
デ
ル
フ
ィ
ー
ン
・
コ
ス
タ
教
授
（P

rof. D
elphine C

osta à L
’ U
niversité d ’A

vignon

）
を
お
招
き
し
た
際
に
、
同
年
一
〇
月

二
四
日
に
法
学
部
に
て
行
っ
た
第
三
回
講
演
報
告
（
司
会
・
通
訳
と
報
告
原
稿
の
仮
訳
を
伊
藤
が
担
当
し
た
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の

講
演
原
稿
原
文
は
、
挨
拶
な
ど
が
略
さ
れ
、L
a codifi cation de la procédure adm

inistrative non contentieuse

と
題
し
て
、
法

学
部
機
関
紙C

om
parative L

aw
 V
ol.33 
（2016, C

om
parative L

aw
 Institute N

ihon U
niversiry T

okyo

）pp.93-103

に
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
コ
ス
タ
教
授
は
、
現
在
、
ア
ビ
ニ
ョ
ン
大
学
か
ら
同
大
学
を
包
括
す
る
大
学
区
を
代
表
す
る
エ
ク
ス
＝
マ
ル
セ
イ
ユ
大
学

（A
ix-M

arseille U
niversité

）
へ
移
籍
さ
れ
て
い
る
。

報
告
テ
ー
マ
で
あ
る
「
非
訴
訟
的
行
政
手
続
」（la procédure adm

inistrative non contentieuse

）
の
日
本
語
訳
と
し
て
は
多
々
の
訳
が

な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
翻
訳
で
は
、
ジ
ャ
ン
・
リ
ヴ
ェ
ロ
著
、
兼
子
仁
・
磯
部
力
・
小
早
川
光
郎
編
訳
『
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
』（
一
九
八
二

年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
一
〇
三
頁
の
訳
語
「
非
訴
訟
的
行
政
手
続
」
に
従
っ
た
。

講
演
原
稿
に
は
参
照
等
の
脚
注
は
な
く
、
こ
の
翻
訳
で
の
脚
注
は
、
伊
藤
が
参
考
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
四
六
〇
）



非
訴
訟
的
行
政
手
続
の
法
典
化
（
伊
藤
）

二
〇
九

脚
注

（
1
） 

二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
〇
日
に
開
催
さ
れ
た
コ
ス
タ
教
授
に
よ
る
第
一
回
講
演
報
告
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、D

elphine C
osta « D

es 

problèm
es contem

porains en droit français du contentieux adm
inistratif » C

om
parative law

 V
ol.32 

（2015

） pp35-60

、
同
翻
訳
に

つ
き
、
神
尾
真
知
子
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
訴
訟
法
の
現
代
的
課
題
」
日
本
法
学
八
二
巻
一
号
（
二
〇
一
六
年
六
月
）
一
三
九
│
一
五
五
頁
に
掲
載
済
。

（
2
） 

一
方
的
行
政
行
為
（actes adm

inistratifs unilatéraux

）
と
は
、
行
政
行
為
を
形
式
面
か
ら
み
て
、
契
約
的
（
双
方
的
）
行
政
行
為

（actes adm
inistratifs contractuels

）
に
対
す
る
概
念
で
あ
り
、
法
令
規
則
に
基
づ
く
行
為
や
個
人
的
行
為
で
あ
る
（v. L

E
X
IQ
U
E
 D
E
S
 

T
E
R
M
E
S
 JU
R
ID
IQ
U
E
S
, 21éd.2014, D

alloz

）。

（
3
） L

oi n

°2013-1005 du 12 novem
bre 2013 habilitant le G

ouvernem
ent à sim

plifi er les relations entre l ’adm
inistration et les 

citoyens.

本
稿
で
の
フ
ラ
ン
ス
法
令
お
よ
び
判
例
の
引
用
は
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
法
令
等
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
レ
ジ
フ
ラ
ン
スlegifrance 

（https://w
w
w
.legifrance.gouv.fr/

）
か
ら
に
よ
る
。

（
4
） C

onseil d ’É
tat

の
訳
出
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
正
『
フ
ラ
ン
ス
法
』（
一
九
九
七
年
、
三
省
堂
）
一
九
六
頁
等
に
従
い
「
国
務
院
」
と
し
た
。

（
5
） L

oi n

° 2004-1343 du 9 décem
bre 2004 de sim

plifi cation du droit.

（
6
） L

oi n

° 2007-1787 du 20 décem
bre 2007 relative à la sim

plifi cation du droit.

（
7
） L

oi n

° 2011-525 du 17 m
ai 2011 de sim

plifi cation et d ’am
élioration de la qualité du droit.

（
8
） L

oi n

° 2009-526 du 12 m
ai 2009 de sim

plifi cation et de clarifi cation du droit et d ’allègem
ent des procédures.

（
9
） L

oi n

° 2012-387 du 22 m
ars 2012 relative à la sim

plifi cation du droit et à l ’allégem
ent des dém

arches adm
inistratives.

（
10
） 

行
政
文
書
資
料
へ
の
質
問
検
査
（C

om
m
unication

）
は
、
行
政
側
か
ら
は
「
情
報
公
開
」
を
意
味
す
る
。

（
11
） L
oi n

° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses m
esures d ’am

élioration des relations entre l ’adm
inistration et le public 

et diverses dispositions d ’ordre adm
inistratif, social et fi scal.

こ
の
法
律
は
フ
ラ
ン
ス
の
情
報
公
開
法
で
あ
る
。

（
12
） L

oi n

° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l ’inform
atique, aux fi chiers et aux libertés.

こ
の
法
律
は
フ
ラ
ン
ス
の
個
人
情
報
保
護

法
で
あ
る
。

（
四
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
一
〇

（
13
） L

oi n

° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la m
otivation des actes adm

inistratifs et à l ’am
élioration des relations entre 

l ’adm
inistration et le public.

こ
の
法
律
は
一
定
の
行
政
行
為
へ
の
理
由
附
記
を
義
務
化
し
た
。

（
14
） L

oi n

° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les adm
inistrations.

こ
の
法
律

内
容
等
は
、
岡
村
美
保
子
「
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
改
革
│
行
政
機
関
と
の
関
係
に
お
け
る
市
民
の
権
利
に
関
す
る
法
律
」
外
国
の
立
法
二
一
八
号
（
国

立
国
会
図
書
館
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）
一
五
│
三
三
頁
に
詳
細
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） C

onseil d ’E
tat, A

S
S
E
M
B
L
E
E
, du 2 juillet 1982, 25288 25323, publié au recueil L

ebon.

（
16
） C

onseil d ’E
tat, A

ssem
blée, du 26 octobre 2001, 197018, publié au recueil L

ebon.

本
件
は
、
国
務
院
Ｗ
Ｅ
Ｂ
（http://w

w
w
.

conseil-etat.fr/D
ecisions-A

vis-P
ublications/D

ecisions/

）
に
重
要
判
例
と
し
て
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
17
） C

onseil d ’É
tat, S

ection du C
ontentieux, 06/03/2009, 306084, P

ublié au recueil L
ebon.

（
四
六
二
）
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